
参考６ 

（平成20年8月11日 人事院） 

 

職員の給与等に関する報告（抄） 

 

第２ 職員の給与 

２ 民間給与との較差に基づく給与改定 

（３） 本年の給与の改定 

 

ウ その他の課題 

(ｴ)  非常勤職員の給与 

 

一般職非現業の国家公務員には非常勤職員が約14万４千人（総務省

「一般職国家公務員在職状況統計（平成19年７月１日現在）」）おり、

委員、顧問、参与等の諮問的非常勤職員、再任用短時間勤務職員及び

任期付短時間勤務職員を除くと約12万人（うち事務補助職員約２万１

千人）となっている。 

事務補助職員等の非常勤職員の給与については、昨年の勧告時の報

告において問題を指摘し、必要な方策について検討していく旨を表明

したところである。 

本院が各府省から非常勤職員がどのような職務に従事し、どのよう

な給与決定方式、給与水準となっているのかについてヒアリングを行

ったところ、例えば係員を補佐する事務補助の職務に従事する非常勤

職員について、府省や官署によって決定方法が異なり、結果として均

衡がとれていない状況にあることなどが認められた。こうした状況を

改善するため、本院としては、一般職の職員の給与に関する法律第22

条第２項の規定に基づき各庁の長が非常勤職員の給与を決定する際

に考慮すべき事項を示す指針を策定することとする。指針においては、

基本となる給与について、当該非常勤職員の職務と類似する職務の常

勤職員に適用されている俸給表の１級の初号の俸給月額を基礎とし

て、職務内容、在勤する地域及び職務経験等の要素を考慮して決定す

ること等を示すこととする。 



また、これらの非常勤職員の中には、業務面からみると、恒常的に

必要と考えられる業務（補助的な業務を含む。）を代替している者、

一時的に生じた業務処理に当たる者など様々な者が含まれている。現

在の非常勤職員制度は、臨時的に生じる多様な業務や短時間の業務に

対して弾力的に対処することを可能とするためのものであるが、現状

の運用にはこうした本来の非常勤職員制度の趣旨に沿わない面も見

受けられる。これらについては、雇用期間や任用形態の問題、常勤職

員との処遇の不均衡等も指摘されている。 

本院としては、給与に関する指針の策定に加え、休暇及び健康診断

の在り方について検討を行うとともに、任用形態・勤務形態の在り方

についても問題意識を持って考えていきたい。 

非常勤職員の問題は、業務運営の方法、組織・定員管理、予算、人

事管理方針などと密接不可分な関係にあることから、今後においては、

政府全体として、必要に応じて職務の実態把握を行いながら、非常勤

職員の在り方をどのようにしていくのかについて幅広く検討を進め

ていくことが必要と考える。 



絵美 甲第 1064号

平成 20年 8月 26日

人 事 院 事 務 総 長

一般職の職員の給与に関する法律第 22条第 2項の非常勤職員に対

する給与について (通知)

一般職の職員の給与に関する法律 (昭和 25年法律第 95号)第 22条第 2項

の非常勤職員に対する給与の支給について､下記のとお り指針を定めたので､こ

れを踏まえて給与の適正な支給に努めてくださいo

なお､これに伴い､絵美甲第 83号 (非常勤職員に対する 6月及び 12月にお

ける給与の取扱いについて)は廃止します｡

記 

1 

1 基本 となる給与を､当該非常勤職員の職務と類似する職務に従事する常勤職

員の属する職務の級 (当該職務の級が 2以上ある場合にあっては､それらのう

ち最下位の職務の級)の初号俸の俸給月額を基礎として､職務内容､在勤する

地域及び職務経験等の要素を考慮 して決定し､支給すること｡ 

2 通勤手当に相当する給与を支給すること｡ 

3 相当長期にわたって勤務する非常勤職員に対しては､期末手当に相当する給

与を､勤務期間等を考慮の上支給するよう努めること0 

4 各庁の長は､非常勤職員の給与に関し､首3項の規定の趣旨に沿った観程を

整備すること｡

以 上
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